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 ＪＲ東海回答 　鉄道施設の存在等に伴う景観への影響については、環境影響評価において、赤石岳を含

む景観資源を対象に、主要な眺望点からの景観の変化の程度について調査、予測及び評価を実施し環境影

響評価準備書において、その結果をお示しします。

　大鹿村が開催した「リニア中央新幹線事業に対する住民意見交換会」（平成25年2月19・20日）において、村が抱えるリ

ニア工事の課題について村民の皆様に説明し、多くのご意見をいただきました。村ではＪＲ東海環境保全事務所（長野）

に意見の内容を説明し、ＪＲ東海の考え方を回答いただくことができました。回答の内容は以下のとおりです。 

　具体的には今年秋頃に公表される準備書で説明するという回答となっていますが、ＪＲ東海にリニア事業に対する

村民の意見・要望を認識してもらう良い機会となりました。今後一層ＪＲ東海と大鹿村民の対話を通して、リニア工事

による生活や環境への影響を最小限にするための計画づくりが進められるよう要望してまいります。 

住民意見�小渋線に片道数百台が通行する場合、どのくらい渋滞を起こすのか数字で示すなど強く要望してほし

い。小渋線は私たちの生活道路です。２車線への改良はどのように考えていますか。

住民意見�既存の道路を利用して釜沢から土砂を搬出するには、大変な道路改良が必要になると思います。先に

青木から釜沢にトンネルを掘り、それを利用して土砂を搬出すれば道路改良も不要となり、環境にもよいのでは

ないでしょうか。道路や施設の新設により、大西山から見る旧小渋橋と赤石岳の風景に傷をつけないでほしい。

村の見解�県道赤石岳公園線を通行して土砂を搬出することは困難だと訴え続けています。搬出道路の新設やト

ンネルなど、適切な方法を検討するようＪＲ東海に要望しています。

住民意見�約10年間大鹿村が工事現場となり、住

環境に害をこうむることに村民は懸念しています。

斜坑を掘って工事現場とするのではなく、山梨県側

及び豊丘村側から土砂を搬出することで、松川イン

ター大鹿線など道路改良のコストが抑えられると考

えます。ＪＲ東海に工法変更を提案して下さい。

村からの要望�小渋線（松川インター大鹿線）の２車

線化改良の必要性、国道152号及び赤石岳公園線の改

良方針、道路計画の協議方法について回答願いたい。

�環境影響の低減とコスト削減から本抗を使った土砂

搬出方法について、ＪＲ東海の考えを回答願いた

い。

村からの要望�大西山から見る旧小渋橋と赤石岳の風景保全の考え方について回答願いたい。

　道路問題

　リニア計画について

 ＪＲ東海回答 　工事の概要や全体の工事の進め方については、今年の秋頃に公告予定の環境影響評価準

備書においてお示しします。

・大鹿村内及び大鹿村に連絡する道路は地形的に制約が多く迂回路も少ないことから、できる限り既存道

路（松川インター大鹿線、国道１５２号及び赤石岳公園線等）を活用し、道幅の狭い箇所等は改良を加え

て使用することを基本として考えています。工事で使用する道路については、工事計画の具体化に合わ

せて、県・関係市町村、関係機関と調整を図りながら協議を進め、具体化した工事用道路については環

境影響評価準備書においてお示しします。

・工事開始前に実施する工事説明会等を通じて、地元の皆様にご理解を頂きながら計画を進めます。

　以上がＪＲ東海環境保全事務所（長野）からの回答報告です。

　今回の報告に対しまして村民の皆様からご質問などありましたら、下記へお問い合わせいただきますようお

願いいたします。

役場　総務課　　担当：長尾　勝、島崎英三　　�39－2001まで
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住民意見交換会の意見に対する 
ＪＲ東海の回答を報告します 
住民意見交換会の意見に対する 
ＪＲ東海の回答を報告します ＪＲ東

海 

の回
答 

平成25年6月　大鹿村 

 ＪＲ東海回答 　工事の実施に際しては、工事計画等に関する説明会を開催し地元住民の方々にご理解い

ただけるよう努めます。

�工事期間中は、村等の関係機関と連絡調整を密接に取りながら工事を進めるとともに、地元住民の方々

からのご意見等を直接お伺いする窓口を設けます。

 ＪＲ東海回答 　景観、大気質への影響については、環境影響評価において、調査、予測及び評価を実施し、今

年の秋頃に公告予定の環境影響評価準備書において、その結果をお示しします。

 ＪＲ東海回答 　これまで地形、地質調査を実施してきており、断層等の状況については、十分把握しています。

また、工事の施工においてもトンネルを掘削しながら地質状況を確認するなど注意深く配慮し、万全を期して工

事を進めていきます。

�水資源については、工事により影響が生じるおそれがあると考えられる範囲において、準備書でお示しするルー

トに関連するものについて調査を実施します。

�工事着手前には、地元(水利用者)の皆様にご説明をします。また、トンネル工事中も河川流量、井戸水位観測、

水質調査等の水文調査を行うなど、継続的に監視し、減水等の兆候が認められた地区では、地元の皆様の生活

に支障をきたさないことを第一とし、応急対策を実施します。トンネル工事完了後も流量観測等を継続し、必

要に応じて、地元の皆様とお話しをしながら恒久対策を実施します。

�工事後の調査については、工事中の状況等を踏まえ調査期間、調査地点を決めていきます。なお、工事完成後

においては、鉄道施設を維持管理していく中で、湧水量等の状況も把握していきます。

　水資源・環境への影響

村民意見�水資源や温泉への影響は、工事後１～２年では現れない

場合があり、５年・10年後の影響は工事との因果関係を所有者が証

明することはできません。工事後の調査継続や全村水源調査を要望

し、村民に不利益とならないようしてください。また、景観への影

響や大気質の汚染などが心配です。

村からの要望�工事後の影響が心配されるため、工事後の調査は何

年間行われるのか。また、南アルプスの地質や断層などの情報が少

ないため、全村の範囲で水源調査を要望したい。

村からの要望�大鹿村の景観や大気質に関する影響について、現時点の考えを回答願いたい。

住民意見�工事により想定外の影響が発生したとき、行政として

チェックする機能を備えてほしい。また、村と利用者、ＪＲの三

者できちんと影響を確認する体制を作ってほしい。

村からの要望�工事中・工事後の確認

体制を構築できるかなど、考え方を回

答願いたい。

　水資源・環境への影響
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税 務 だ よ り 平成25年７月号 

固定資産税（家屋）調査のお願い
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平成25年度　大鹿村国民健康保険税について

○ 国保税の税率等が決まりました。

　平成25年度の国民健康保険税率等が、下表のとおりとなります。

　（平成24年度と変更ありません。）

　税率等が7月の本算定で反映され、本年度の保険税額が確定します。

均等割額･･･国保加入者の人数により課税

平等割額･･･国保加入世帯に一律に課税

※各世帯の詳細は、7月に配布する納税通知書で確認をお願いします。

　大鹿村は、固定資産税の課税をするうえで適正に評価

するため、実地調査を行っております。家屋調査につい

ては次のとおりです。

１．家屋を新・増築したときに、建主に事前連絡などを

行いながら評価を行う「新・増築調査」（店舗や事

務所、また車庫や物置など小規模な建物も対象とな

る場合があります。）

２．家屋課税台帳に登録されている内容（所在地番・用途・

構造・床面積など）と比較し、増築や未調査の家屋、

取り壊しなどがある家屋を調査する「全戸調査」

　全戸調査は、既に課税されている家屋との公平を期

し、公正で適正な課税を目的として実施するものです。

調査方法は、税務係の職員が調査に行き、家屋の図面と

実際の家屋を照らし合わせながら外観確認します。確認

のため聞き取りをする場合もありますので、調査中は、

大変ご迷惑をお掛けしますがご協力をお願いします。

　なお、調査に伺う際に職員は『固定資産評価補助員

証』を携帯しています。

◎お願い

　建物の取り壊し・新築・増築をした場合又は、その予

定がある場合は役場税務係（�３９－２００１）までご連絡下さ

い。

■介護分■支援金分■医療分

1.20%1.85%2.65%所 得 割 率

14.00%19.00%26.00%資 産 割 率

7,300円5,600円7,800円均 等 割 額

4,200円6,200円8,800円平 等 割 額

120,000円140,000円510,000円課 税 限 度 額
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【国民健康保険税についてのお問い合わせ先】　役場　住民税務課　税務係　�39－2001まで

○ 国保税の軽減額について
　世帯主とその世帯の国保加入者及び特定同一世帯所属者（※国民健康保険から長寿医療制度へ移行後継

続して同一の世帯に属する者）（以下世帯という。）の合計所得額が一定額以下の場合は、均等割額と平等

割額が軽減（7割・5割・2割）されます。

注）住民税について未申告の方は軽減措置が受けられません。所得が無い方でもその旨を申告してくださ

い。

7割軽減・・・世帯の合計所得金額が33万円を超えない場合

差引額（①－②）7割軽減額②軽減なし①

2,340円5,460円7,800円均 等 割 額
医 療 分

2,640円6,160円8,800円平 等 割 額

1,680円3,920円5,600円均 等 割 額
支 援 金 分

1,860円4,340円6,200円平 等 割 額

2,190円5,110円7,300円均 等 割 額
介 護 分

1,260円2,940円4,200円平 等 割 額

5割軽減・・・世帯の合計所得金額が33万円を超え、33万円に24万5千円×（被保険者数（世帯主は除
く）と特定同一世帯所属者数（世帯主は除く）の合計）を加算した金額を超えない場合

差引額（①－②）5割軽減額②軽減なし①

3,900円3,900円7,800円均 等 割 額
医 療 分

4,400円4,400円8,800円平 等 割 額

2,800円2,800円5,600円均 等 割 額
支 援 金 分

3,100円3,100円6,200円平 等 割 額

3,650円3,650円7,300円均 等 割 額
介 護 分

2,100円2,100円4,200円平 等 割 額

2割軽減・・・世帯の合計所得金額が33万円を超え、33万円に35万円×（被保険者数と特定同一世
帯所属者数の合計）を加算した金額を超えない場合

差引額（①－②）2割軽減額②軽減なし①

6,240円1,560円7,800円均 等 割 額
医 療 分

7,040円1,760円8,800円平 等 割 額

4,480円1,120円5,600円均 等 割 額
支 援 金 分

4,960円1,240円6,200円平 等 割 額

5,840円1,460円7,300円均 等 割 額
介 護 分

3,360円　840円4,200円平 等 割 額



6

【お問い合わせ先】　役場　住民税務課　管理係　�39－2001まで

○大鹿村住宅新改築等補助金（40歳以下の方限定）

■概　要
　居住する住宅等を村内の施工業者を利用して住宅増改築
及びリフォーム（住宅の修繕、補修工事）を行う場合に、
費用の一部を村が補助します。

■補助対象者
　次のいずれにも該当する方
　�大鹿村に住民登録をし、居住し、かつ対象住宅を所有

していること。
　�補助対象者及び同一世帯で生計を一にする全員が村税

等、村への納付金を滞納していないこと。
　注）過去にこの補助金及び他の住宅整備等に係る補助金

の交付を受けた方、並びにその方と同居する方は補
助対象者となりません。

■対象となる住宅等
　当該年度の固定資産税が納付されており、自己の居住の
用に供し、かつ村内に存する住宅及びその住宅に関係す
る施設

■補助金の額
　対象となる工事費用が20万円以上でその費用の２分の１
以内（補助金の上限は20万円。補助金の支払は工事完了
後となります。）
■対象となる工事等
　�経年劣化した住宅の改修工事で、躯体の改修、クロス

や畳、障子、襖やタイルなどの建具及び内装工事、屋
根や外壁などの外装工事、間取りの変更

　�高気密、高断熱、高効率などの改修工事で、断熱材や
断熱サッシなどの施工工事

　�高齢者や障害者等の生活の支障を取り除く改修工事で、
バリアフリー改修工事

　�その他村が認める工事
　注）村又は公的機関が行う他の住宅改修等に係る補助制

度及び火災、自然災害等による保険給付金の対象と
なる工事との重複はできません。

■施工業者
　村内に主たる事務所若しくは本店を有する法人又は個人
事業主及び村内に支店若しくは営業所を有する法人で、
村内の個人事業主に主たる工事を施工させること。

○大鹿村住宅リフォーム促進事業補助金

住宅の新築・リフォーム等をお考えの方へ

■補助対象者　次のいずれにも該当する方
　�大鹿村に既に定住している方、又はＩ・Ｕ・Ｊターン者で、大鹿村を生活の本拠地として住所を有し、かつ、永住の意思が
ある方

　�申請時の年齢が満40歳以下の方（夫婦の場合はどちらか一方で可）
　注）この補助金は１世帯１回を対象としています。国・県・村等から交付される他の補助金等（長期優良住宅、信州型エコ住

宅、県産材住宅、太陽光発電システム、合併処理浄化槽設置等の補助金及び道路用地等のため収用を原因とする補償金）
を受けて事業を実施する場合は、他の補助金等を控除した額を補助基準額とします。

補　助　基　準
補　　　　　助　　　　　要　　　　　件種　　類

補助金限度額補助率

100万円
（村内業者が施工
の場合150万円）

1／3

台所、便所、浴室及び居室を有し、専ら自己の居住の用に供する住宅を新築又は
中古住宅を取得し、申請者への建物登記が完了したとき。
�延べ床面積50�以上280�未満の住宅の新築
�中古住宅の取得
�併用住宅の新築又は取得の場合は、延べ床面積の２分の１以上を居住の用に供
していることとし、延べ床面積に占める居住部分の割合を乗じた額が補助対象

若 者 住 宅
新築等補助金

50万円
（村内業者が施工
の場合60万円）

1／2

自己の居住の用に供し、村内に存する住宅の改築で、対象となる工事費用が20万
円以上とする。
�経年劣化した住宅の改修工事
�高気密、高断熱、高効率などの改修工事
�その他村が認める工事

若者住宅改築
補 助 金

60万円1／3

自己の居住の用に供する住宅を新築するための住宅用地の取得又は中古住宅取得
に付随した住宅用地を取得し、申請者への所有権移転登記が完了したとき。
�住宅用地取得後、１年以内に住宅の建築に着手すること
�住宅用地は原則として150�以上
�中古住宅用地の場合は、中古住宅取得前後１年以内に当該用地を取得した場合に
限ります。

若者住宅用地
取 得 補 助 金

◎いずれの補助金も、申請・完了の際には補助金交付要綱に定める書類の提出が必要です。

◎補助金交付の対象工事となるか否かについては事前に係までご相談ください。

　なお、申請時にすでに着手している工事は対象外となります。
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木
材
の
有
効
利
用
を
促
進
す
る

為
、
桶
谷
地
区 
森
林
組
合
貯
木
場

に
簡
易
製
材
機
を
設
置
し
ま
し
た
。

こ
れ
は
皆
様
方
に
納
め
て
い
た
だ

く
長
野
県
森
林
づ
く
り
県
民
税（
森

林
税
）
を
活
用
し
た
、
森
林
づ
く

り
推
進
支
援
金
に
よ
り
整
備
し
ま

し
た
。
ご
利
用
方
法
は
以
下
の
と

お
り
で
す
。
ど
な
た
様
も
気
軽
に

ご
活
用
く
だ
さ
い
。

●
〔
申
込
方
法
〕

　

使
用
日
の
前
日
ま
で
に
産
業
建

設
課　

農
林
振
興
係
へ
お
申
込
み

く
だ
さ
い
。

（
※
使
用
日
が
土
・
日
・
祝
日
の

場
合
は
そ
の
休
前
日
ま
で
に
お
申

し
込
み
く
だ
さ
い
。）

●
〔
料　
　

金
〕

　

一
時
間
三
〇
〇
円

（
※
始
動
前
点
検
三
十
分
と
使
用

後
点
検
・
片
付
け
三
十
分
、
合
計

一
時
間
は
料
金
免
除
と
し
ま
す
。）

●
〔
そ 
の 
他
〕

　

初
回
申
込
時
は
担
当
職
員
が
同

行
し
、使
用
説
明
を
行
い
ま
す
。
気

軽
に
お
申
し
付
け
く
だ
さ
い
。

簡
易
製
材
機
が
設
置
さ
れ
ま
し
た

簡
易
製
材
機
が
設
置
さ
れ
ま
し
た
��

村
へ
土
地
を
寄
付

村
へ
土
地
を
寄
付　

塩
原
の
松
尾
ち
よ
子
さ
ん

　

塩
原
の
松
尾
ち
よ
子
さ
ん
（
九

十
一
）
が
大
鹿
中
学
校
体
育
館
上

の
駐
車
場
（
写
真
）
の
土
地
（
七

八
二
�
）
を
村
に
寄
付
し
て
く
だ

さ
い
ま
し
た
。
村
で
は
四
月
所
有

権
移
転
の
手
続
き
を
行
い
今
後
も

学
校
用
地
と
し
て
、
大
切
に
利
用

し
て
い
き
ま
す
。

7月21日（日）は
参議院議員通常選挙の
投票日です。
　　棄権することなく 大切な一票を生かしましょう！

農
地
・
水
保
全
管
理
支
払
事
業

農
地
・
水
保
全
管
理
支
払
事
業

　

農
業
者
と
地
域
の
皆
さ
ん
が
一

体
と
な
っ
て
、
農
地
や
農
業
用
水

等
を
管
理
し
、
自
然
環
境
や
景
観

の
保
全
・
形
成
等
、
多
面
的
機
能

を
最
大
限
発
揮
さ
せ
る
た
め
、
地

域
ぐ
る
み
で
の
活
動
「
農
地
・
水

保
全
管
理
支
払
事
業
」
を
実
施
し

て
い
ま
す
。

　

上
古
川
の
遊
休
農
地
に
花
の
植

栽
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

み
ん
な
で
草
刈
り
等
行
い
農
地

復
旧
す
る
の
は
大
変
な
作
業
で
し

た
が
、
毎
年 
ア
ヤ
メ
・
ス
イ
セ

ン
・
花
シ
ョ
ウ
ブ
等
が
き
れ
い
な

花
を
咲
か
せ
、
訪
れ
る
皆
さ
ん
に

喜
ん
で
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

花菖蒲を鑑賞する村民の皆さん

渋南会
堂垣外・古川

　

小
渋
川
沿
い
に
花
桃
を
植
栽
し

管
理
し
て
い
ま
す
。

　

急
こ
う
配
の
荒
れ
地
へ
の
植
樹

の
た
め
、
最
初
は
大
変
な
作
業
で

し
た
が
、
そ
の
苦
労
の
甲
斐
あ
っ

て
花
桃
は
順
調
に
成
長
し
て
い
ま

す
。
こ
こ
が
「
花
桃
の
里
」
と
し

て
有
名
に
な
る
こ
と
が
夢
で
す
。

花桃の周辺を草刈りする農家の皆さん

七地組
島川原

　

農
地
周
辺
林
地
の
草
刈
り
、
農

業
用
水
等
の
管
理
と
合
わ
せ
て
、

村
内
唯
一
の
蛍
の
生
息
地
の
保
護

活
動
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
六
月

中
旬
か
ら
七
月
上
旬
か
け
て
、
蛍

が
乱
舞
し
幻
想
的
な
風
景
が
見
ら

れ
ま
す
。

蛍の生息地を管理する西地区の皆さん

西農地水環境保全会
鹿塩小島・向田
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　７０～７４歳の方が使用している高齢受給者証（緑色）が８月１日に更新されます。７

月下旬に郵送いたしますので、手元に届きましたら各自で住所・氏名などの記載内容

を確認して使用してください。

　なお、古い高齢受給者証は、ご自身で裁断していただくか役場保健福祉課まで返却願います。

○高齢受給者証が８月１日に更新されます

【お問い合わせ先】　役場　保健福祉課　保健医療係　�39－2001まで

担当：仲田裕樹

　認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分ではない方は、財産管理、契約、

遺産分割の協議などをする必要があっても、自分だけでは行うことが難しい場合があります。また、自分

に不利益な契約であっても判断ができずに契約を結んでしまい、悪質商法などの被害にあうおそれもあり

ます。

　このような判断能力の十分ではない方の財産管理や生活上必要な手続きを支援する方法として、成年後

見制度があります。成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度があります。

　また、認知症、知的障害、精神障害などの診断のない方でも日常生活での判断に不安のある方やお金の

管理に困っている方について日常生活自立支援事業が利用できます。

　この度、成年後見制度等を有効的に活用するために下記のとおり新しい組織が立ち上がりました。

担当：森上安弘

▼いいだ成年後見支援センターが設置されました。
　成年後見制度の利用についての相談、制度を利用する場合の手続について

の助言、成年後見制度の普及・啓発を行うため、「いいだ成年後見支援セン

ター」が飯田市社会福祉協議会事務所内（飯田市東栄町　さんとぴあ飯田２

階）に設置され、７月１日から運用を開始しました。

　設置にあたっては、飯田市と下伊那の各町村との間で定住自立圏形成協定※

の追加協定を締結し、飯田市と共同してセンターを運営します。

▼いいだ成年後見支援センター　�0265－53－3187
　飯田市東栄町3108番地１　さんとぴあ飯田２階

※定住自立圏形成協定…平成21年７月に全国に先駆け、飯田市と下伊那郡の13町村とが協定を結び、医療、

情報インフラ、公共交通など様々な分野で生活に必要な機能・サービスを確保しているものです。
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福祉医療費受給者証の交付（更新）申請について
　福祉医療費受給者証の更新の時期となりました。更新該当者には申請書を送付しますので、記入していただ
き、役場保健福祉課まで提出をお願いします。また、新たに福祉医療の受給に該当される方は、下表を確認し
ていただき、役場保健福祉課へ申請をして下さい。
※今年度、システム変更に伴い受給者証の事業番号等が変わります。高校生のお子さんの受給者証も発行いた
しますので差替えをお願いいたします。

　8月1日以降は、新しい受給者証を医療機関の窓口へ提示していただきますようお願いいたします。

□福祉医療費給付金の受給資格

受給者負担金
所得制限

資格要件医療区分
配偶者・扶養義務者など本　　人

レセプト１枚300円

※レセプト

医療機関で受診され

た際、医療機関が保

険者に請求するため

の書類

０歳～１８歳以降最初の３月３１日まで乳 幼 児 等

特別障害者手当

特別障害者手当身体障害者手帳１級・２級所得者

障　害　者

所得税非課税者身体障害者手帳３級所得者

特別障害者手当

療育手帳Ａ１・Ａ２・Ｂ１取得者

65歳以上国民年金法施行令別表該当者

精神障害者保健福祉手帳１級取得者

自立支援医療のうち精神通院医療費
公費負担制度該当者

感染症法第37条の２該当者

児 童 扶 養 手 当児 童 扶 養 手 当
母子家庭の母・子母子家庭等

父子家庭の父・子父子家庭等

●母子・父子家庭等・・・配偶者のいない女子（男子）で１８歳以下（高校卒業まで）の児童を扶養している者及びその者に扶養されている子

●上記の所得制限の欄に各種手当が記載されているものは、当該手当の所得制限に準じて判断します。

【お問い合わせ先】　　役場　保健福祉課　保健医療係　�39－2001まで

旧保険証（黄色） 新保険証（桃色） 

 今度の保険証は黄色から桃色にります。７月下旬頃に送付しますので保険証が届きましたら

住所・氏名などを確認して、８月１日からは新しい保険証をお使いください。

○平成25年８月１日から新しい保険証になります。

住所・氏名に不備があったり、ご不明な点がありましたら役場保健福祉課までお問合せください。

担当：仲田裕樹
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自力で水を飲めない、意識がない場合
は、すぐに救急車を要請しましょう。

担当：小村信濃

熱中症の発生は7～8月がピークです。熱中症を正しく理解し、予防に努めましょう。

熱中症にならないために

●高温多湿な環境下で、体内の水分や塩分のバランスが崩れたり、体温調整機能がうまく

働かないことにより、体内に熱がたまり、筋肉痛や大量の発汗、さらには吐き気やだる

さなどの症状が現れ、重症になると意識障害などが起こります。

●気温が高い、湿度が高いなどの環境条件と、体調が良くない、暑さに体がまだ慣れていないなどの個人の体調

による影響とが組み合わさることにより、熱中症の発生が高まります。

●屋外で活動しているときだけでなく、就寝中など室内で熱中症を発症し、救急搬送されたり、不幸にも亡くな

られたりする事例が報告されています。

 ■熱中症とは

 ■熱中症の予防法

水分補給　　　　　　　　　　�　のどの渇きを感じなくても、こまめに水分補給をしましょう

熱中症になりにくい室内環境　�　扇風機やエアコンを使った温度調整
　　　　　　　　　　　　　　　　室温が上がりにくい環境づくり（こまめな換気・すだれ・打ち水な

ど）

体調に合わせた取り組み　　　�　こまめな体温測定（特に体温調節が十分でない子ども、高齢者）
　　　　　　　　　　　　　　　　通気性の良い、吸湿・速乾の衣類着用
　　　　　　　　　　　　　　　　保冷剤、氷、冷たいタオルなどによる体の冷却

外出時の準備　　　　　　　　�　日傘や帽子の着用
　　　　　　　　　　　　　　　　日陰の利用、こまめな休憩

 ■熱中症になったときは

１．涼しい場所へ避難させる

２．衣服を脱がせ、身体を冷やす

３．水分を補給する

高齢者の方は特に注意が必要です！
　熱中症患者のおよそ半数は６５歳以上です。高齢者は暑さに

対する身体の調節機能も低下しています。のどの渇きを感じ

ていなくてもこまめに水分補給したり、暑さを感じなくても

扇風機やエアコンを使って温度調節しましょう。

眼科健診のお知らせ
長野県眼科医会では、１０月１０日の「目の愛護

デー」関連事業として「眼科医過疎地域健診」

を実施しています。

　この事業は、眼科医療機関が近隣になく、

交通手段等もないなど眼科受診が困難な方々

に対し、眼科疾患を早期に発見するために、

県眼科医会会員が現地に赴き眼科的検査を実

施するものです。

大鹿村では次のとおり予定しています。

　日　　時 …… １０月２７日（日）
　場　　所 …… 大鹿村役場
　検査内容 …… 細隙灯検査（前眼部）・眼底検査

（健診のみで治療は行いません）
　健診費用 …… 無料
＊希望をされる方は７月26日（金）までに、保健福祉課へお申し込み
下さい。希望人数が少ない場合は、実施ができませんのでご承知
ください。

【お問い合わせ先】　　役場保健福祉課　保健医療係
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　厚生年金や共済組合に加入していない方が20歳になった時は、国民年

金の第1号被保険者になります。学生や自営業者、フリーターや無職の

方は、役場住民税務課窓口で「国民年金被保険者資格取得届」の手続き

をしてください。

　平成25年度４月から平成26年３月までの国民年金保険料は、月額15,040

円です。保険料は、日本年金機構から送られる納付書により、金融機関・

郵便局・コンビニで納めることができます。また、クレジットカードに

よる納付やインターネット等を利用しての納付、便利でお得な口座振替

もあります。

　国民年金は老後の所得保障だけでなく、病気やけがで重い障害が残った時などにも年金を支給し、思いが

けない人生の「万が一」もサポートする公的年金制度です。日本国内にお住いの20歳から60歳になるまで

のすべての方が、国民年金に加入して保険料を納付する義務があり、年金を受け取る権利があります。

�����������国国国国国国国国国国国民民民民民民民民民民年年年年年年年年年年金金金金金金金金金金便便便便便便便便便便りりりりりりりりりり民年金便り�����������

20歳になったら国民年金に加入しましょう

平成25年7月号

住民税務課 住民係

【お問い合わせ先】　　役場　住民税務課　住民係　�39－2001まで

保険料の納付が困難な場合は『保険料免除制度』があります

　保険料が納め忘れの状態で、万一、傷害や死亡といった不慮の事態が発生すると、

障害基礎年金や遺族基礎年金が受け取れない場合があります。

　経済的理由などで国民年金保険料を納付することが困難な場合には、保険料の納付

が免除・猶予となる「保険料免除制度」や「若年者（30歳未満）納付猶予制度」が

あります。

学生の方は

 学生納付特例制度 

　本人が学生である時に限って利用

できる制度で、申請が承認されると

保険料の全額について納付が猶予さ

れます。

　学生納付特例は、本人の前年所得

が一定以下であれば、配偶者や世帯

主の前年の所得にかかわらず承認さ

れます。

３０歳未満の方は

 若年者納付猶予制度 

　本人が３０歳未満であるときに限っ

て利用できる制度で、申請が承認さ

れると保険料の全額について納付が

猶予されます。

　納付猶予は、本人と配偶者の前年

所得が一定以下であれば、世帯主の

前年所得にかかわらず承認されます。

納付が困難な時は

　保険料免除制度　

　経済的な理由などで、保険料を納

めるのが難しいときに利用できる制

度で、申請が承認されると保険料納

付の全額または一部が免除されます。

　保険料の免除は、本人と配偶者、

世帯主の前年所得が一定以下であれ

ば承認されます。

 ７月１日から平成２５年度の免除などの申請受付を行っています。詳しくは、大鹿村役場住民税務課または

飯田年金事務所にお問い合わせください。
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遠
山
に
足
を
運
ん
だ
。
は
る
か
南
下
し
た
南
和
田
の
山
の
上
に
住
む
老
夫
婦
を

訪
ね
た
。

　

ち
ょ
う
ど
訪
ね
た
時
に
は
、遠
山
川
で
カ
ジ
カ
が
涼
や
か
な
声
で
鳴
い
て
い
た
。

二
人
の
住
む
家
は
山
の
上
の
一
軒
家
。
歩
い
て
登
れ
ば
一
時
間
は
か
か
る
と
思
わ

れ
る
。
そ
の
家
に
、
主
は
八
十
年
の
余
を
、
所
帯
を
持
っ
て
か
ら
は
五
十
年
ほ
ど

の
時
間
を
過
ご
し
て
き
た
。
荷
物
運
搬
用
の
モ
ノ
レ
ー
ル
に
乗
せ
て
も
ら
っ
て
、

急
傾
斜
を
登
る
こ
と
三
十
分
、
尾
根
の
上
に
ぽ
っ
か
り
と
開
け
た
と
こ
ろ
に
家
と

畑
が
現
れ
た
。

　

紫
陽
花
の
花
が
入
口
で
出
迎
え
て
く
れ
、
家
に
続
く
道
は
丹
精
し
た
畑
の
中
を

通
る
。
大
鹿
だ
っ
た
ら
さ
し
ず
め
梅
の
木
や
ブ
ル
ー
ベ
リ
ー
が
植
え
ら
れ
て
い
そ

う
な
急
斜
面
に
は
、
お
茶
の
木
が
綺
麗
に
刈
り
込
ま
れ
て
畝
を
つ
く
っ
て
い
た
。

「
こ
こ
の
お
茶
が
賞
を
も
ら
っ
た
ん
だ
に
」
と
い
う
自
慢
の
茶
畑
だ
。

　

青
年
時
代
か
ら
文
学
好
き
の
お
じ
い
ち
ゃ
ん
。
栃
餅
づ
く
り
の
上
手
な
お
ば
あ

ち
ゃ
ん
。
静
か
な
二
人
の
話
に
し
ば
し
耳
を
傾
け
た
。
そ
の
会
話
の
中
で
ふ
と
、

思
い
が
け
な
い
言
葉
を
聞
い
た
。
戦
時
中
、
遠
山
川
の
堤
防
を
ダ
ム
工
事
に
向
か

う
捕
虜
の
一
団
を
よ
く
見
か
け
た
と
い
う
言
葉
だ
っ
た
。
腰
に
コ
ッ
ペ
パ
ン
の
よ

う
な
の
を
布
に
く
る
ん
で
下
げ
て
、
歩
い
て
ゆ
く
姿
を
見
た
よ
、
と
い
う
の
だ
っ

た
。

　

あ
あ
、
そ
う
い
え
ば
遠
山
の
隣
、
天
龍
村
に
は
戦
争
中
捕
虜
収
容
所
が
あ
っ
た

こ
と
、
平
岡
ダ
ム
で
強
制
労
働
さ
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
や
、
か
つ
て
捕
虜
だ
っ
た

イ
ギ
リ
ス
人
が
戦
後
五
十
年
以
上
を
経
て
、
天
龍
村
を
再
訪
し
た
こ
と
な
ど
、
新

聞
や
ニ
ュ
ー
ス
で
目
に
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
な
と
思
い
出
し
た
。
大
鹿
で
は
戦
争

を
経
験
し
て
き
た
年
配
者
の
話
の
中
に
、「
捕
虜
」
や
「
強
制
労
働
」
と
い
う
言

葉
は
つ
い
ぞ
聞
い
た
こ
と
が
な
か
っ
た
。
峠
を
越
し
た
谷
の
向
こ
う
で
は
、
戦
争

が
こ
ん
な
形
で
目
の
前
に
突
き
付
け
ら
れ
て
い
た
の
か
と
少
な
か
ら
ぬ
衝
撃
だ
っ

た
。　

　

平
岡
ダ
ム
は
昭
和
十
五
年
に
着
工
し
、
二
十
六
年
に
完
成
し
た
。
発
電
量
は
完

成
当
時
、
東
洋
一
と
い
わ
れ
た
。
ダ
ム
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
人
造
湖
は
、
そ
れ
が

ど
れ
だ
け
の
犠
牲
を
強
い
、
苦
い
歴
史
を
持
っ
た
の
も
の
で
あ
る
の
か
を
知
ら
な

け
れ
ば
、
美
し
い
景
観
と
し
か
目
に
映
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

　

事
業
主
は
国
策
会
社
と
し
て
発
足
し
た
日
本
発
送
電
株
式
会
社
、
戦
時
体
制
に

向
け
て
制
定
さ
れ
た
「
電
力
国
家
管
理
法
」
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
会
社
で
あ
る
。

請
負
主
は
熊
谷
組
、
す
で
に
「
三
信
鉄
道
」
を
難
工
事
の
末
、
開
通
さ
せ
た
実
績

を
も
っ
て
い
た
。
軍
需
産
業
へ
の
電
力
供
給
を
目
的
に
工
事
は
進
め
ら
れ
た
が
、

戦
争
が
始
ま
る
と
労
働
力
不
足
と
な
り
、
そ
れ
を
補
う
た
め
に
最
初
は
植
民
地
下

の
朝
鮮
半
島
か
ら
募
集
や
官
斡
旋
で
渡
航
し
て
き
た
朝
鮮
人
労
働
者
が
、
次
に
昭

和
十
七
年
か
ら
連
合
国
の
捕
虜
が
加
わ
り
、
そ
し
て
昭
和
十
九
年
か
ら
中
国
人
強

制
労
働
者
も
過
酷
な
労
働
に
従
事
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

戦
局
が
厳
し
さ
を
増
し
た
昭
和
十
九
年
に
は
物
資
不
足
で
セ
メ
ン
ト
が
来
な
く

な
り
、
平
岡
の
工
事
は
中
止
さ
れ
、
代
わ
り
に
遠
山
川
を
さ
か
の
ぼ
っ
た
飯
島
の

発
電
所
に
捕
虜
が
送
ら
れ
た
。
南
和
田
の
老
夫
婦
が
目
撃
し
た
の
は
、
そ
の
時
の

こ
と
だ
ろ
う
。

　

「
そ
れ
で
も
連
合
国
の
ア
メ
リ
カ
人
や
イ
ギ
リ
ス
人
捕
虜
た
ち
は
、
ま
だ
表
情

が
あ
っ
た
な
あ
。
そ
れ
が
中
国
人
と
な
る
と
、表
情
が
な
い
。
絶
望
と
い
う
の
か
、

本
当
に
暗
い
物
悲
し
い
顔
を
し
て
い
た
よ
。
あ
る
時
、
朝
鮮
人
が
一
人
、
あ
れ
は

山
の
中
を
逃
げ
て
来
た
ん
だ
な
あ
。
親
父
と
お
ふ
く
ろ
が
畑
で
仕
事
し
て
い
る
と

こ
ろ
に
、
誰
か
通
り
か
か
っ
て 
為
栗 
の
駅
へ
の
道
を
聞
い
て
い
た
。
中
学
生
だ
っ

し
て
ぐ
り

た
わ
し
は
、
そ
れ
を
家
の
中
か
ら
見
て
い
た
ん
だ
。
こ
ん
な
山
の
中
だ
も
の
、

め
っ
た
に
人
な
ど
通
る
も
の
じ
ゃ
な
い
。
そ
の
人
が
い
な
く
な
っ
て
か
ら
、
今
度

は
監
視
人
た
ち
が
探
し
に
来
た
。
こ
ん
な
人
が
来
な
か
っ
た
か
と
聞
か
れ
て
、
お

ふ
く
ろ
は
そ
ん
な
人
は
だ
あ
れ
も
来
ん
か
っ
た
な
あ
、
と
親
父
に
言
っ
た
の
よ
。

だ
け
ん
ど
結
局
そ
の
人
は
捕
ま
っ
ち
ま
っ
た
ん
だ
な
あ
。
次
の
日
、
た
ま
た
ま
現

場
を
通
り
か
か
っ
た
ら
、
昨
日
逃
げ
た
そ
の
人
が
角
材
で
殴
ら
れ
て
い
た
ん
だ
」

　

初
め
て
聞
く
目
撃
談
に
、
人
々
の
心
に
チ
ク
リ
と
さ
さ
っ
た
棘
が
今
も
残
す
痛

み
を
感
じ
た
。
満
島
捕
虜
収
容
所
に
勤
務
し
て
い
た
軍
の
関
係
者
は
、
戦
後
、
六

人
が
戦
犯
と
し
て
処
刑
さ
れ
て
い
る
。
中
に
は
負
傷
し
て
帰
郷
し
、
そ
こ
で
収
容

所
の
雇
員
と
な
っ
た
天
龍
村
出
身
者
を
一
人
含
む
。
終
身
刑
を
言
い
渡
さ
れ
、
何

年
か
の
服
役
後
釈
放
さ
れ
た
人
、
捕
虜
か
ら
の
助
命
嘆
願
書
や
、
親
切
に
感
謝
す

る
と
い
う
捕
虜
た
ち
の
残
し
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
命
を
救
わ
れ
た
人
た
ち
も
い
た
。

ま
た
一
番
酷
く
捕
虜
を
待
遇
し
た
と
さ
れ
な
が
ら
敗
戦
直
前
に
逃
亡
し
た
軍
曹
も

い
た
。
戦
犯
と
し
て
裁
か
れ
た
人
た
ち
す
べ
て
に
、
公
正
な
審
理
が
な
さ
れ
た
か

は
疑
問
が
残
る
が
、
こ
れ
も
戦
争
の
も
た
ら
す
不
条
理
の
一
つ
か
。

　

同
じ
人
間
な
の
に
、
一
旦
戦
争
状
態
に
な
れ
ば
平
等
も
人
権
も
す
っ
飛
ん
で
し

ま
う
。
た
く
さ
ん
の
被
害
者
も
生
め
ば
加
害
者
も
創
り
だ
す
。
上
官
か
ら
の
命
令

に
従
っ
た
だ
け
な
の
に
、
い
つ
の
間
に
か
自
分
が
捕
虜
を
虐
待
し
た
加
害
者
に

な
っ
て
い
た
。
い
つ
誰
が
ど
の
立
場
に
立
た
さ
れ
る
か
、
わ
か
ら
な
い
。
戦
犯
と

し
て
処
刑
さ
れ
た
人
の
遺
族
が
言
っ
た
「
ダ
ム
さ
え
な
け
れ
ば
、
収
容
所
が
な

か
っ
た
な
ら
」
の
言
葉
は
、「
あ
の
戦
争
が
な
か
っ
た
ら
」
と
い
う
多
く
の
人
の

思
い
に
通
じ
る
も
の
だ
ろ
う
。

　

と
も
す
れ
ば
「
侵
略
」
も
「
慰
安
婦
」
も
歴
史
か
ら
消
さ
れ
て
し
ま
う
危
う
さ

が
あ
る
。
し
か
し
、
南
和
田
の
山
の
上
で
、
確
か
に
戦
争
の
正
体
を
聞
い
た
の
だ
。

こ
の
静
か
な
山
あ
い
の
村
に
、
戦
争
を
如
実
に
語
る
歴
史
が
遺
さ
れ
て
い
た
。
収

容
所
の
中
で
仕
事
を
し
て
い
た
あ
る
人
は
、
こ
う
証
言
す
る
。「
日
本
人
の
兵
隊

だ
け
で
な
く
、
社
会
全
体
の
、
国
民
全
体
の
も
の
の
見
方
が
差
別
で
も
の
を
見
て

い
た
。
こ
れ
は
日
本
人
全
体
に
対
す
る
警
告
と
受
け
止
め
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け

な
い
と
思
う
。
や
っ
た
の
は
確
か
に
現
場
の
大
尉
や
そ
の
部
下
か
も
し
れ
な
い
が
、

そ
う
い
う
よ
う
な
雰
囲
気
を
日
本
は
持
っ
て
い
た
。
そ
れ
を
反
省
し
な
か
っ
た
ら
、

極
東
裁
判
の
意
味
が
な
い
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
る
」

　

の
ど
か
な
山
の
村
を
た
ど
っ
て
行
き
つ
い
た
先
で
聞
い
た
話
は
、
今
立
つ
自
分

の
足
元
の
危
う
さ
に
気
づ
か
さ
れ
る
話
だ
っ
た
。
身
近
に
い
る
人
々
の
語
る
話
は

テ
レ
ビ
で
観
る
政
治
家
の
口
よ
り
も
、
記
録
さ
れ
た
文
書
よ
り
も
現
実
味
を
と
も

な
っ
て
迫
っ
て
く
る
も
の
だ
っ
た
。

ろくべん館だより　　Vol.34

『峠のむこうで』 
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村の掲示板

　国民健康保険運営協議会とは、国民健康保険法により設
置が義務付けられ、国民健康保険事業の運営に関する重要
事項を審議する機関で、保険者である市町村に設置されて
います。
　大鹿村の協議会の委員は、被保険者を代表する委員、保
険医又は保険薬剤師を代表する委員、公益を代表する委員
（村議会議員）で構成されています。
　任期は平成２５年４月から２年間です。

大鹿村国民健康保険運営協議会委員の紹介
構　　成氏　　名役　職

公益代表委員伊　東　康　明会　長

被保険者代表委員下　原　孝　生副会長

医師・薬剤師代表委員寺　島　英　一委　員

医師・薬剤師代表委員北　原　一　幸委　員

公益代表委員河　本　明　代委　員

被保険者代表委員松　澤　徳　幸委　員

住民懇談会が開催されました

　村では本年度、村の主要事業や懸案事項などを住民の皆様に説
明し、様々なご意見をいただくため、５月１３日から８回、村内の
７会場で住民懇談会を開催しました。
　懇談会では、延べで約１２０人の方が参加され様々な質問、意見を
いただきました。
　本年度は介護サービスや文化施設等の検討委員会も計画してお
り、またリニアの準備書が秋ごろ公表されるため再度住民懇談会
を計画し、ご意見を伺う予定です。
　なお今回の懇談会の中で多く出された質問、意見については次
のとおりです。

（リニア関係）
問）リニアの工事に関して大量の排土により、それを運搬する大

型車両の増加が予想されるが、国、県道の改良など村はどの
ように対応するのか。

答）村としても小渋線の全面２車線化やトンネルを増やすことな
ど要望はしていますが、ＪＲ東海は工事用車両が通れればよ
い道路改良しかしないと最初は言ってくると思うが、工事が
１０年以上続くことを考えると色々な影響が出てくることが予
想されるので、村としても数字など示しながらＪＲ東海や県
と粘り強く話し合っていくつもりです。

問）工事により水源に影響が出ないようにしてほしい。
答）ＪＲ東海のホームページには、工事前に調査をし水源に影響

が出そうであれば工事後も調査をすると書いてあるが、いつ
までやるかについては記載がない。影響が出た場合は手当を
するといっているが、温泉などは手当ができないのでこの秋
に出される準備書を見て万全を期すよう要望していきたい。

問）リニアの工事現場となることで人口の村外流出が増加するこ
とが懸念される。また想定外の問題が起こる可能性があるが
どう対応するか。

答）後追いの対策となってしまうかもしれないが、住民の皆さん
と連携して対応します。

（空き家対策）
問）老朽空き家の撤去に対する補助制度があるが、所有者が撤去

する気持ちがないと難しいと思われるが補助金を増額してで
も人が住めないような空家は村が所有者と交渉して取り壊す
ことができないか。

答）固定資産税の納付書と一緒にそのような制度があることを所
有者に周知している。空き家の取り壊しに５０万もの補助をし
ている自治体はないと思われるが、空き家の所有者にはこれ
からも責任を持ってもらうよう情報を提供していきたいと思
う。

（獣害対策）
問）獣害防止施設を設置した場合、業者に依頼した場合も補助対

象となるのか。
答）昔は材料代だけの補助であったが、昨年から工事についての

補助も出るようになった。業者に見積もりを取ってもらうこ
とになりますが、事前に役場産業建設課にご相談ください。

問）鹿、猿などの捕獲頭数をもっと増やすことができないか。
答）捕獲に従事する者（猟友会等）の意見を聞いて決めているが

無理のない範囲で増やしたい。総体的にまだ捕獲できる可能
性はあると思う。

問）獣害対策の広域防護柵について、集落全体を囲むことができ
ないか。具体的な申請の条件はあるのか。また100％村が負
担するのか。

答）まずは自治会住民の皆様の意見を聞きたいが、国、県にいろ
いろな許可を受けながら進めているので、具体的な申請条件
はない。また100％村負担ということもない。

（屋根の塗り替え事業等について）
問）景観にふさわしい色とはどんな色か。またどうして青はダメ

か
答）村で景観審議会という組織を設けて委員の皆様に色を選んで

いただいた。
　黒・茶系がふさわしい色ということになった。また青色につい

ては、古い昔の屋根のイメージを残したいからです。
問）業者による屋根の塗装しか補助対象にならないのか。
答）自分で塗装する場合は材料（ペンキ等）だけも補助できます。

（総合型地域スポーツクラブについて）
問）スポーツクラブとはどのような内容か。
答）いつでもどこでもスポーツを楽しむことができるよう、地域

の皆様が主体になって自主的に管理する新しいスポーツクラ
ブです。手始めはマレットゴルフのスティックを購入し大会
をおこなった。スポーツの振興で健康で長生きしてほしいと
いう部分もあり、地域のかたが計画・立案して核となりスポー
ツを振興していくこともこのクラブの役割と考えている。

（高齢者支援ハウスについて）
問）支援ハウスに入所しているかたがもっと畑仕事をやったり、

子供と触れ合い生き甲斐のある生活ができるようにならない
か。

答）介護サービス検討委員会という組織を立ち上げるので、そこ
で検討し27年度には新しい施設体制で整備をし、実行してい
きたいという計画でいます。
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■介 ■護 ■の ■現 ■場 ■で ■働 ■き ■ま ■せ ■ん ■か ■？ 
　これまでに介護資格ヘルパー2級などを取得された皆さん！現在介護分野での求人が増え、介護の雇用

が拡大しています。これを機会に介護福祉分野への就職を目指してみませんか？今回資格取得から時間

が経っている方たちのために、介護の制度や技術を総復習して就職していただける講座を開催します。

ぜひご参加ください！

 介護復職支援講座 　　8月24日（土） ～ 9月28日（土）
　9：00～13：00（初回のみ13：30まで）　（毎週土曜日　全6回）　定員20名

　受講料：無料
　会　場：長野県高齢者生活協同組合　南信地域センター
　　　　　（飯田市知久町4丁目1203－2高田ビル2階）

【申込・問い合わせ】　8月20日(火)までに下記までご連絡ください。郵送にて申込用紙を送付します。(先着順)
長野県高齢者生活協同組合　南信地域センター　�0265－23－1109まで

☆講義内容
　・介護職に必要な制度の理解と役割　・認知症の理解
　・介護技術(食事、移乗、更衣、入浴の介助など)
　・介護職が行う医療行為　　　　　　・コミュニケーション技術
　・介護記録と計画書　　　　　　　　・地域福祉の理解
　・就職相談（※終了後の就職の相談もフォローします。）

悪質な投資勧誘にご注意ください!!
　未公開株等を利用した悪質な投資勧誘による被害

が多発しています。不審な投資勧誘を受けた場合に

は、すぐ当局の相談窓口へご連絡ください。

相談窓口

　長野財務事務所 理財課　�０２６－２３４－５１２５

多重債務相談窓口開設中!!
　長野財務事務所では、無料の多重債務相談窓口を

開設しています。専門相談員が相談を受け、必要に

応じ法律の専門家に引き継ぎを行っています。個人

の秘密は厳守します。先ずはお電話ください。

相談窓口

　長野財務事務所 多重債務窓口　�０２６－２３４－２９７０

　県民の皆さんから、県管理道路に関する情報提供及びご意見・ご要望をいただくことにより、県民の皆さ

んと県とが協力して、より効率的な維持管理を行うことを目的として、「信州ロード観察隊員」を募集します。

　１．募 集 対 象 県管理の国道及び県道を利用する機会の多い方

　２．募 集 人 員 制限はありません

　３．募 集 期 間 平成25年6月21日(金)～7月22日(月)

　４．隊員の任期 平成25年8月1日～平成30年7月31日まで（５年間)

　５．隊員の役割 （１）国県道の異常（標識の不備、落石、穴ぼこ等）等の情報提供

 （２）県の道路の維持管理に対するご意見・ご要望の提供

　６．個人情報の取扱い

　　　ご応募いただいた方の個人情報は、県個人情報保護条例に基づいて適正に管理いたします。

【応募先・お問い合わせ先】　飯田建設事務所維持管理課管理係　　�0265－53－0450

「信州ロード観察隊員」を募集します������
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サキタハヂメ 
 　　　　　― のこぎり音楽，作曲 ― 

サキタハヂメ 

～PROFILE～　 

H23年度文化庁芸術選奨文部科学大臣新人賞(大衆芸能部門)受賞！ 

のこぎり演奏家。作曲家。大阪生まれ。
,
91のこぎり演奏の第一人者、都家歌六氏の舞台を見て感動、その

滑稽なスタイルから来る『笑い』と、哀愁を帯びた音色の『泣き』に、他の楽器にはない心の振れを見出す。

その後独学でのこぎり演奏を習得し、日本のこぎり音楽協会関西支部長に就任。海外、国内で各賞受賞。 

資生堂「パーフエクトホイップ」等、TVCM音楽多数担当。 

映画「妖怪人間ベム」音楽担当。
,
03映画「ぼくんち」（監督：阪本順治）音楽担当。 

アコースティック・デュオはじめにきよしでは、ギター＆のこぎりを担当。５枚のＣＤをリリース。今年

５月には、大鹿村の風景と人をイメージし制作した曲「大鹿村ほのぼの」を発表。 

バイパストンネルでのミニコンサート開催 
雨天の場合は、インフォメーションセンターにて 

11：00～　　　13：30～ 
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　平成２５年度大鹿村

消防団ポンプ操法大

会が６月２５日に行わ

れました。今年は２

チームによる大会と

なりましたが、５月

中旬から夜間練習を

積み重ねた成果が披

露されました。

　７月１４日に行われ

た飯伊大会には、次

の選手が代表として

参加し、健闘しまし

た。

　６月２２日（土）に、鳥倉林道 夕立神先において育林祭が行われま

した。

　今年は初めての試

みとして、一般に広

報をかけ参加者を募

りました。例年の参

加者に加え、わずか

５名ではありました

が一般の方の参加を

いただき、枝打ちと

獣害防護ネット巻き

を行いました。お昼

には、有志の皆さん

手作りの温かな豚汁

が振るまわれまし

た。
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村の行事予定 村の行事予定 村の行事予定 

７月

１６日 ビン類・ペットボトルの収集日

１８日 健康運動講座

２０日 くみ取り

２５日 廃プラスチックの収集日

 健康運動講座「ヨーガ教室」

２８日 BG２２サイクリング大会

３０日 ダンボールと牛乳パックの収集日

下旬 埋立ゴミの収集日

８月

３日 くみ取り

６日 その他紙の収集日

８日 廃プラスチックの収集日

１４日 大鹿夏祭り２０１３

１５日 大鹿村成人式

１７日 くみ取り

２０日 空き缶と鉄類の収集日

２２日 廃プラスチックの収集日

 健康運動講座

 健康運動講座「ヨーガ教室」

２３日～２６日　千葉市小学生農山村留学

２５日 自治会環境美化運動（草刈）

２７日 チラシ・雑誌の収集日

３１日 くみ取り

９月

１日 防災訓練

 消防団・日赤奉仕団秋の総合訓練

３日 びん類・ペットボトルの収集日

５日 その他プラスチックの収集日

７日 くみ取り

１０日 胃・大腸検診

１２日 廃プラスチックの収集日

１４日 小学校運動会

１７日 新聞紙の収集日

１９日 健康運動講座

２１日 くみ取り

２６日 廃プラスチックの収集日

 健康運動講座「ヨーガ教室」

２８日 中学校 大鹿祭

２９日 中学校歌舞伎公演会

下旬 埋立ゴミの収集日

一般村民を対象に初めて行われました―  育林祭

消防団ポンプ操法大会

飯伊大会出場選手

主　将：永田幸太郎（上市場）

指揮者：近 藤 光 央（大栗）

１番員：小 塩 泰 嵩（北入一）

２番員：中 川 佳 久（上蔵）

３番員：仲 田 裕 樹（文満団地）


